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庁づ仙台市若林福祉事務所長

審 査 請 求 λ 蹕 耡 啣 ゆ呼 成 １ ９年 自 陣 月 琴 瓣 日付 け マ 痊 起.し た生 活 保 護 廃 止 処 分 に 倆I布 審 柬 請 聿 につ・.･　　　　　　　.ll .　･･･.I’..･　，―|¶　　　　・　　・.|●:　’●･　　　　　　　・　　　　.　　　　　　II　　　　　I ｜い て ， 次 の卜と お り裁 決 す る．・　　　　　　　　　 ．　　　　　　　　 ……… … …… ………;… ……………
…
…
，

Ｉ　　　Ｉ　　　　　･．-Ｉ　　　　　・ Ｉ　　　●　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　●卜　 … …・　　　　　　　　　　 主　　　　 文

処分庁,が平成･1 9年 ９』２いﾖ 付けや審査請求人に対してした生活保矇廃止処分を取参拵す1

’　　　コ　　　　　　Ｉ　Ｉ　　　　　　Ｉ　　；　　　　　　　　　’
｡･　　　　 匸　 理　　　 由 。　　　　　　　　　　 ご　　 ／

審 洫 請 求 の 趣 旨及 び 理 由　　　　　　　 ’　　　　　　　　　 尚　 ノ ……･｡=　　 ヶ ヅド … ……=-い･………■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　 ・　　　　。●審 査 請 求 の 趣 旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･　　　
卜　 …… … ……=･

審 査 請 求λ 轜 矚 驂 （以 下｡「請 求 人 」 とい う。） は ， 平 成 １ ９年 ９月 ２ ５ 日 付 けＨＴ ９岩 保 護第

５ 号 に よ り仙 台 市 宕 林 福 祉 事 務 所長 （以 下 「処 分 庁 」 とい う。） が 行 っ た 生 活 保 護 廃 止 処 分 （以下

「 本 件 処 分 」 とい う。） に つ い て， そ の 取 消 し を 求 め る も の で あ る。

２　 審 査 謔 求 の,理 由　　　　　　　　　　　　　　 ‘

請 求λ は ， 次 の 理 由 に よ り， 本 件 処 分 は 違 法 ヌ は 不 当 で あ る と し て い る。
II　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　 －　1●　　　　　　　　　I ●（1 ’）　 鰊 求 人 はー と 同 一 世 帯にλ つ た わ封 で は な く， 世 帯 の 変 更 は な い ．

●　　　’　　　　　　　　　　　　　 ■　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　・（ ２ ）　 鷦 求 人 の 世 帯 には 収 入 の 増 加 も 最 低 生 活 費 の減 少 も な く ， 保 護 の必 要 性 が あ る
●　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　■・

・わ り な い ．’　　　　　　　　　　　 ＼． ．．　　 ．’じ　　　 几　　　 ．
（ ３ ）　 錯 求 人 は 保 護 の 辞 退 の意 思 を示 し た こ と は な い ．

ことに何 ら変

認定事実及び判断　　　　　　　　・　　　‥･
認定事実
函求メ､から提出された審査請求書及び扠:譌眷並ぴに処分庁から提出された弁明書及び本件処分に



引
。．ｉ
ａｌ
ａ
石
夕

ｌ
゛
ｎ
功
。
切

｀

/' 隋

,関 す る麕 類 か ら ，･狄 の 事 家 が 綣 め,ら れ る。　　　　　 ‥

（ １ ） 処 分 庁 は ， 平 成 鴫 軸年ｉ 』 剱 自かG 諳 求 人 に 対 し 生 活 保 護 を 廁 糺 だ こ と。‥ ‥‥ ‥ ‥

（ ２ ）　 諳 求 人 は; 平 成 覇騅 年 鶏 月 禰縅 日 に処 分 庁 に 対 し バ 砌纖 年 の 襴罫 月’よ り糒 扁 訓 圖 瞑 の所

●　　　･●　　　　　　　　　　 ●　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　 ●　　。　　　　　　・　　　｜
に 行 っ て 生 活 し ま す の で 保 護 を 辞 退 致 しま す 」,と 記 竿 し た 書 面 （以 下 「本 件 辞 退 届 」 とい うj ）･

:§r提 出 し た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‘　　　　　　 二

（ ３ 厂 処 分 庁 はi 平 成 １ ９牛9ﾑ 月 ２ ５ 日付 け で 請 求 人 に 対 し ，「平 成 瞬1 年 驛甌 月か ら ，欄 髑圖

瘋 宅 で 生 活 す る こ と に よ り 保 護 廃 止 を行 う。」 旨 の 理 由 を 付 し て ， 本 件 処 分 を 行 っ たこ と。

（４ ）　 諳 求 人 は ， 平 成 壥細 年 讎 籖L月偽 日に 処分 庁 に対 し,･ 本 件 処 分 に 係 る 保 護 廃 止 決 定 通 知 書 中 の

｡保 護 廃 止 理 由 を 変 更 し て ほ し い 旨 要 請 し た。　　　　　　 ’

（ ５）し 処 分 庁 はｙ･平 成 １ ９年｡10. 月 ２ 日,に 請 求 人 に 対 し ，「本 人 の 辞 退 に よ り 平 成 １ ９年 １ ０月 １

,日 付 で 保 護 廃 止 を 行 う。」 旨 の 理 由 を 付 し た 平 成 １ ９年 ９月 ２ ５ 日 付 け の 保 護 廃 止 決 定 通 知 書

を 交 付 し た 。　　　　　 ／　　　　　　　　　　 し　　･･　　　　　　　　　　 。

２　 判 断｡　 厂　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　 ，･　　， 。,卜 卜

）（1 ）　 「本入の辞退」を理由とする本件処分の妥当性について ，　卜 ，
’認定=11実･,（６）。,とお り，本件処分。理畄ｉ 「本人。辞退により」

とを琿由と｡す･弓本件処分の妥当性について判断する。･
であるこ どから W

に

⊃

）

のこ

被保 護 者 から保錢 を醉退 す る 旨の申し出 が あっ た場合 に ，多 く の自躋体にお い ては被保 譁者
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀　　　　

・　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　■
１　　　　°　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　’　　　　　　　　‘　　 ’　　　’’･　・　●か ら 「辞退 届 」を徴 珍し， こ れに 基づき保梭 を廃 止

．本件 処分iこついてみると，認定事実（２）めとおり･，

分庁に 鉗し，冰件辞退届を提出した1ものと認 められる。

謫 求 人 は ， 平成 藕 籌年 瘴 』櫚 嵋ﾖ に 処

●
．　　　　●|こ の 点 につ い て ， 請 求 人 は,･ 轢 ㎜

主張し ている。一方，処分庁ほ，請求人は任意かつ真摯な意恵に基づいて本件辞退届を処分庁
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に 提 出･し 蠹 旨 弃 明 言 で 主 張 し て い る,.．･..‘し た が っ て ， 本 件 辞 退 届 の 提 出 が 請 求 人 の 任 意 か つ 真 摯

●･
，･●●●●●･　　 ．．．･．　・　 ●．　¶Ｉ　Ｉ　　 ｒ　　　　　 ｌ　・ ●　　　　　　 ・　呻●　　　 ●●I
｜　 ■･　　. ●　　■,■　㎜　　　I　　　　　 ●　　　　 ・　　　●　●　I　I　I　,i･ ● ●゚●I.● ●　　I　 “ -II ･ ●1 1I..　　 ●

な 意 思 に 基 づ く･も の か 否 か と い う 点 に つ い 弋 は ， 認 定 事 実 か ら の 客 観 的 な 判 断 は 困 揶 で あ る ．

次 に ， 処 分 庁 か 保 護 の ’廃 止 に よ っ て 謗 求 人 が 直 ち に 急 迫 し だ 状 況 に 陥 る こ と の な い よ う 十 分

●　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●●に 留 意 し た か ど う か と い う 点 に つ い て 判 断 す る ． 処 分 庁 は ， 弁 明 書 中 の 「 ２ 弁 明 の 理 由 （ １ ）

基 本 的 考 え 方 ③ 『 辞 退 届 』 に 基 づ く 保 護 廃 止･ の 取 扱 い 」 で バ 当 福 祉 事 務 所 で は ，『 辞 退 届 』
・　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ

に よ る 保 護 め 廃 止 決 定 を 行 う 場 合 は ， 国 が 示 し て い る 『 生 活 保 護 制 度 の 適: 正 な 運 営 』 （ 中 略 ）

に 基 づ き ， （ 中 略 ） イ ） 廃 止 後1 の 世 帯 が 直 ち に 窮 迫 し た 状 態 に 陥 る.こ と が な い こ と.を 十 分 に 確 ．

認 し て い る か. （ 中 略 ） を 遵 守 し ， 適 正 な 保 護 の 実 施 に 努 め て い る ．」 旨 主 張 し ， ま た ， 弁 明 書

・ 中 り 「 ３ 本 件 処 分 に 至 る ま マ の 経 緯 （ ４ ５ ） 平 脚 細 年 碑 月! 即 日 」 マ ， 本 件 岼 避 りの 辞 退 理

処分庁は請求人ふら本杯4 退届を受理じた際に「審査紿冰人比対して 濔 岫 蕀 駲:帯寸 」生
活が立ち行がなくなるようであれば，民生委員か福祉事務所に相談するよう舁蘗を七参。J,旨

l ・　　　　　　　 ・ ●111　,　l　　　　　　　.　　　　　　　　　　　
・　II.･･

い ず 十 分 に 調 査i･ 検 討 を 行 う だ 上 で ， そ う し た 状 況 に
一
陥 る

万
こ とﾚ め

．　　　　　　
●ｉ　　　　　　　　 Ｊ　

．　・ ●･　 ― ，･　　　　 ■ｌ　 ，　 丶･■
－　　　　　　　　　Ｉ●●　¶　Ｑ　・　　　　’　　　　。　’;な い よ う十 分 に 留意,し た･と は 晦 め られ な:い; …… …………………… …

……ﾕ
… …………=1… … ……卜 …… …

， Ｉ　　　　　　　　　　　　　　；　●　　　　　　　　　　　　　．　　　　　Ｉ　　・　’Ｉ　･･Ｉ　・　●　●　`●　’
（ ２ ） ・　囑 縅 騨 黻 驂 宅 ？ 生 拮 す る こ と」 を理 由 とす 右 処 分 の 妥 当性 につ い て ‥ ‥‥‥ ‥‥‥　

‥,…………　 ＝

㎜■■■-　　　Ｉ●-　・　’　　　　
．Ｉ　●　．　　　 Ｉ

二処 分 庁 は ，弁 明 書 崋 のＴ ざ本 件 処 分 に杢 石ま で の経 緯 （4 9j ） 平 成 擧１ 年 驪降 月梟･ 日 」………で,r ７ …………

度 出 し な 行敏 文 蚕 ゐ 決 定 虚 由 変 更 は適 当 そ･醂 ヽ蝋 実 態 上 の 哺 喟圜幽 爨へ の 同 驛j と い9 淪 牛 ∧

理 由 は 何 ら 変 わ る も めｰ では な い ご とか ら ， 検 討 の 後 ，（保 護 廃 止 理 由 の ） 文 言 を （『平 成 艝 寤 卜

年 四 月 か ら ，1躙 驪l 冒 宅 マ 生 活 す る こ･と に よ り 保 護 廃 止 を 行 う。』 か ら 『本 人 の 辞 退 によ 。
丶　　　　　　　・　　　　１　　・　　　　　　　　　　 ●　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・　り 平 成 一19 年 １ ０ 月 １ 日付 で 保 護 廃 止 を行 う。』 に ） 変 え ， 審 査 請 求 人 に 廃 止 決 定 通 知 書 の 再

交 付 を し た 。」 旨 主 嘩 し て い る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イ　　 ・

本 件 処 分 の理 由 は ， あ く ま で認 定 事 実 （５） の とお り 「本 人 め 辞 退 」 に よ る も の で あ り ，『実

態 上 の 贖 驪脚 繼 へ の 同 居 』 とい う廃 止 理 由 」’を 処 分 庁 が 主張 す る こ と は 認 め ら れ な い も の で ・

あ る が ， 仮 に 認 定 事 実 （3 ）｡の 「平 成 四 年 懦朏 月 か ら 」 皿 鬮 鵬 宅 マ 生 活 す る 」 旨 を 理 由･

と す る 保 護 崑 止 決 定 処 分 く以 下 「当 初 の 処 分 」 とい う。） が な,さ れ た 場 合 の 妥 当 性 に つ い て も

付 言 す る 。　　　　　　　　　　　　　　 レ

「生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 実施 要 領 の 取 扱 い に づ い 弋 （昭和 ３ ８年4 ‘月 １ 日社 保 第 ３ ４ 号 厚　 ・

●　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　　１　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　　　・生 省 社 会 局 保 護 課 長 通 知 ）」 第 ７問 １ ２ （保 鑛 め 停 止 及 び 廃 止 の 取 扱 い 基 準 ） で は ， 保 護 を 廃 イ

止 す べ き 場 合 と,し て ， ① 当 該 世 帯 にお け る 定 期 収 入 の 恒 常 的 な 増 加 ， 最 低 生 活 費 の 恒 常 的 な 減
Ｉ　　　　　　　　　　　　 。●　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　 Ｉ　ｉｌ 。

少 等 に よ り; 以 後 特 別 な 事 由が 生 じ ない か ぎ り， 保 護 を 再 開す る 必 要 が な い と 認 め ら れ る とき

及 ぴ ② 当 該 世 剔 とお け る 収 入 の 臨 時 的 な 増箴 最 低彑 恬 費 の臨 時 的 な 減 少 等 に よ り， 以 豫 お お

む ね ６ か 月 を 超 え て 保 護 を 要 し ない 状 態 が 継 続 す る と 認 め られ る と き ， の ２ つ を 挙 げ て お り ，
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処 分 庁 は ．
当 初 の 処 分 に 当 た っ て は 川 司 通 知 に 基 づ き 本 件 が 保 護 を 箚 亅 二す べ き 場 合 に 該 当 す る

●　　 ●●｀●　●1 ･ ･-･　″I
●` 　I I ●･ .● ●’　 ｀　.1●　1　●　 ●I°I　I･ ● ●･゚ 

● .･, ` I　･I　　II　 ●II　 ‘　 ●I` 　I ’　　 ●　’,●I｀ ●●.　●　`
か 否 か 十 分 に 調 査 ・ 検 討 を 行 っ た 上 で 処 分 を し な け れ ば な ら な か っ た も の で あ る ノ　　 ・

そ こ や ，
当 初 の 処 分 に つ い て み る と

，
処 分 庁 は

， 認 定 事 実 （ ３ ） の と お り ， 平 成 翩 噂 年 乕 屶

鵺 卿 日 付 け で 請 求 人 に 対 し ノ 平 成 騙S 刎 鸚ﾑ 月 か な 細 矚 幽 齟
マ 生 活 す る こ

ｙ
に μ 保

牋 廃 止 を 行 う, 」 旨 の 理 由 を 付 し て ，
当 初 の 処 分 を 行 っ た も め と 腮 め ち れ る が ，･ 処 分 庁 が 提 出

■　 ■　　I 』

・　　　　¶　　　■●　l, .●‘,'l　　a　■　F･･･ ■.III･" I I　 ・　　　　　　　　　　 ¶.　　　　　　　　　　　 －
な 増 加,･ 最 低 生 活 鋳jめ 恒 常 的 な 減 少 等 に よ'り ， 以 後 特 別 な 事 由 が 生 じ な い か ぎ り ， 保 護 を 再 開 ．

する必要がかよど認められるか否かにっ て十分に男声ご検討を行？黝μ 呷呻や,れ剪.また･
膊求冰の収みめ哢時的な啣 叫 最低牟芦芦り臨時的=な綽少慱により,.即 串 邦々ね,1か耳を超
，λで保護を要七ない状蚯が継湎すると認められるが古祠ごついて十分に調査 √覆討をﾚ祐つたと
は詔 められない。

¶■　・　　　　　　　･:●　　　　　●　　　　●　　.　　　　　　’　　¶………以 上 ，（ｉ ）々 ･め｀:と お ザ,j.処･’分 庁,ほy,一万..1本 件 処 分 を 行･う に 当光 り,……保 護 の廃 止 に よ っ.で 饋 求 人 が 直 ぺ

ぢ 匯 急 迫 七 た 状 況 に 陥 る ﾌご゚･と が な い か 否 か 柘=儕 いイ 十 分 に 調 査 ・検 討 を 行 っ た 上 で ， そ うlし た 状
Ｉ● ･ＩＩ･･　

．● １　　　１　　　　　　　　　　　　　　　　　　- ●-　　　’¶ ●|･　　　　　　　　　- Ｉ　|■
．

●
．
●　　　―■　　　　・　・　　　　　　　 ・　　　　 －　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●………゙ 況 比 陥 右 こ と めI な い よ う 子 分 に 留 意 し た と は 認 め ち れ な い こ と か ちレ 本 件 処 分 は 適 法 か つ 正 当 な

二 ’処 分 で あ る と は 認 め ら れ な い ．　　　　 厂　　　　　　　　 … … …･･，　　　　　 フ　　 犬

３　 結論　　　 ．卜 し　 レ･ ．．　　　　　　　　　　 ．・　　　･･　 ．･･;.･･･．　　　　　　　　 ．・
匸 以 上 のとお り卜 本件処分は不当七あるものと鄒め，行耿不服審査法卜(昭靼371 年法律第↓ ６Ｑ号)
第 ４ ０角 第 ３項 の規定によ 叭 主文のとおり裁決する．・　　　　　　 匸‥‥‥　　１　　　　一 卜

平成 ２０年 ３月 ５日

宮城県知事　村　井 嘉
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・淪査請求人爾 が平成.1
て，次のとおり裁決する／･

本件審査請 求を棄却する。

３

第2
1:

,〃 ，
丶.･･.'‘.Iふ･; 一丶… … ぷ亠...1,･ ．･, ・
.･ ･･'･ -･･I･i ¶ 。M.I-･ ●al 丁．
ｉ ．-･し. ｙ.･r.' ｀'ｙt ｊ･ マ･.;.･.I;.

処　分･ 庁　仙台市若林福祉事務所長

リi 囀 月四 日に提起した生活保護変更決定処分に係る審査市求につい

主　　　　．･　　　文

理　　　　　　　由
第 １　 審 査 請求の趣 旨及 び理由
’１ ，審 査 請求 の趣 旨 ．

審 査 請 求人 ｒ　　　` 　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　１　　　　　　　　　　　　●皿, （以 下 「請求人 」 とい う, ）は,･ 平成 １ ８年 ３月 ２８ 日付 けで 仙台市若林

･･｡福 祉 事 務所長 （以 下 「処分 庁」 とい う。） が行 っ た保 護基準 の廃 止及び 引 き下げ 並び に冬季力媾

の削 減 に係 る保 護 変更決 定処 分 （以 下 「本 件処 分」 とい う。） につい て 厂そ の取消 しを求 めるも
Ｉ　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　・ので あ る。　　　　　　　　　 ’。　　　　　　　　　　　　　　　　

・　　，

審査請求の理由　　。　　　　　　　　・
請求人が平成１８年●汨鱇 日に珥出した審査請求書及び同年麟 月● 日に提出した審査請

求柚正書によれば厂請求人ほ，次の玻由により，本件処分は違法又は不当であるとしている。／

（1）本件処分に係る通知書の｡記載では囗呆護費の積算内容が良くわからない。
（2）保護費の度重なる癪 額は憲法と生活保護法第８条第･2項に反するものである。

認定事実及び判断　　’　　　　　 ＼
認定事実　　･．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‥
睛求人から提出された審査請求書及び反論書並びに処分庁から提出された弁明書及び本件処分

に関す る書類から，次の事実が認められる。
（1）処ﾐ分庁は，平成鈿 吟顰 月㎜iﾖ から諭求人に対して生活保護を開始した･とど。
（2）処分庁は，諳求人の生活保護費についてｙ厚生労働大臣の定めた生活保護法による保護の基



Ｓ

・

（

(

、

●● 〃 ・ ●い

準 づ,(,昭 靼,a｡,β,年 厚,床,省 示第で１５８号。‘以下「保護の基準」という ）に基づき
〃

‥ 一 一成１８年４月１日から㎜ 繼四 ．

丶

四 と號吏子λ 舎も濯占認定じだごど　　 二
(3) 処分庁は，諳求人に対し，上記(2).に係る変更理由を付記して，平成１８年３月２８日付け
で本 件 処分をIし たこ｡と。

２　 判 断　　　　　　 一　 こ

い 生 活 保 護 法 （昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号。 以 下 「法 」 と い う。） 第 ８ 条 第 １ 項 で は ， 保 護 は ，

厚 生 労 働 大 臣 の･定 め る 基 単 に よ り測 定 し た 要保 護 者 の 需 要 を` 基 としｙ そ の う ち ， そ の者 の 金 銭 ヌ

は 物 品 や 謫 た す こ ど めで き な い 不 足 分 を 補 う程 度 ば｡お い て 行 うも の と され て い る。 こ れ は ， 生 活
。　　　　　　　　　●　Ｉ　　　　 ●　　　　　　一

保 護 制 度 に よ り保 障 され る べ き 最 低 限 度 の 生 活 は卜 保 護 の 基 準 に よ っ て ， 要 保 護 者 そ れ ぞ れ につ

い て 具 体 的 に確 定 さ れ ， そ の 保 護 の 程 度 は ， 保 護 め基 準 に よ っ て 測 定 さ れ た 需 要 と 要 保 護 者 め 収

･λ 等 の 資 力 と を 対 比 し ， そ の 齊 力 で 充 足 す るご と の で き ない 不 足 分 につ い て さ れ る べ き 旨 を 定 め

-a　l」_ こ矗-&-一丶.t･_･　tヽ丶　　ふ ‾丶-¥‘1 丶７/ 丶‾iiJ‾'/.ｙ` 4/●j～6-ヾ･d-4一一j　， 一二･ ●W ‾　－て い るも のヤあ り， こ の規 定に 基づい て，厚生 労働 大臣 が保 貘 め基 準を定め ，告示 してい る。
さ らに ，法･第 ２ ５条 第 ２項 では, 保 護 の実施機 関 はヽ, 保護 の変更 を必要 とす ると鄒 める とき は，

纖 権 を もってそ･の決定 を行い 厂書面 を もっ てに れを 被祢護 者に 通知じなけ れ
ほ々 ちない とされ

ｰ,･　・ ・　　，・　丶　 ■≫_  -- > .. ■'lり91μ冫SI W --ﾐ ～　-b*  ̂4　._　　. ●，ており，保護の決定通知書には決定理由を付記しなければならないこととされているj
.そこで，本件処分についてみると,ご処分庁は，認定事実(1) に記載のとおり，請求人に対

して，

平成麟 丿年癬9自輔 旧 ヵヽ ら上聊 滞 め基準に基侈 ｙ(葆護を開始し;‘ その後も引責続き坪護を継

綿し できたが,認定事実(2) に記載のとおり,－; 及び冬季加算分の肖,緋 を殞 ヽj認定事実(3)

に記 載のｊとおり，本件処分理由を付記して，本件処分をし，請求人あて通知したものである． ，

これに対して･，請求人の反論 書及び平成１９年3 Jj･.1 9.日･に開催しだ口頭意見陳述における主
張は，厚生労働大臣の定めた基準そのものが，憲法第２肩4も々 法の趣旨に反し，違法及び不当な

そ 羞 　
.I　　　　　` 　　I･̈ ･‾̈‾･'･=｀"'　　　　　　　　　　　　　　・　　　　` "　　　　　　　　　　　　　　　　りｰ･1--f4j 　 ヤ ｊ

･-　　　　　.　 ・　　　　　.･.､... 、._　%  ^  ^　一 丶　I　J･丶､｀ｹ ●･　●あるとし 。本件処分は取り捐されるべきおりとしている。　　　　　　 ‥　フ
フ保護の基ホに係る過去･の判例には，生活保護基準にf基づく生活保護の当否･( 東京高裁吻和４．６
|夲暝ｖ ゛ ↑゙‘i`リI｀゛゛ 冖 ‾"" ‘‥　 ゛　 ‥‥‥，　　　 ●　　●=年( 行 司 第5 ･9'号 ，保護変 更 却 下処 分取消請求控 訴事件 ，昭和 ４ ６年!. ２月'２１ 日･) が あるが，

そ の判 例はレ｢( 中略)' 厚 生 大 臣が設 定す る保護 基準は 生活 保護 法 が想定してい る郷まで 文化
的な

ー－－ － －･｣一一l 一一1~一六=･=xこ･　 ４ヽ 一日と・ｒヽ裁117]鈿９ ．日的に冫 引 商下 か1, のでな ら‘なけれ ば なら‘廴｀゙ /1゛XI/J19`j　I丶｜ ●’M♂　l･ --=r’･-　-　●ﾐ●‥－ ■最 低 限 度 の生 活 水 準 に合 欹 し ． かつ 同 法 の 前 記 趣 旨 一目的 に そ う適 正 な も の で な ら な
’　　　　　　　　　　　　I　　　　 ” 』●’・　,..-II s　― -+4― >　j ･rf .･一丗 咄 Ｊ-.箚 丗冫 ７松･圭 吐J？･l″`″Sり･` ゛゙ で7′-゛-l“‘゛ ‾･` -“ ’TT ゛ 匸 、＿二二.- 、 ＿ｴ...、

な い が ち 、 右 保 護 基 準 が 現 実 の 生 活 条 件 を 無 視 し て 著 し く 低 い 基 準 を 設 定 す る 等 憲 法 及 び 生 活 保

一一‘｀･’ ゙  ｀　゙こ｀　１--･．１　～ ｀ﾌｰ ｸﾞS41 Ｘ`″φヽ V 'yＪ ソl りｰ,1'●/|リスyn-｢･'/り/` '~ -●⌒-･●●　　　..護法の趣旨・Fﾖ的を逸脱したごとき場合においては違法となって取消しを免れないところである
がレ右保護基準が憲胝及び生活保護法の趣旨・目的を暹洫せす違法でない限り，生活保護は右保
護基準に基づいて行われるべきで'あり，かつそれをもって足り，右保護基準に基づいて行われた
生活保護をそのゆえ吏持って違法とすることぱできない．｣というものである．本件処分は法第
８条第１瑣め規定に基づき厚生顫動大良が定めた保護基準に基づき適正になされ７いると認めら
れ，また，法第5.6 条に規定す.る不利益変更には当.たらずj　さらにj 処分庁及び当庁け保護基準
の違舶 生，違法性又は不当性について判断する権限を有してないことから，保護基準に基づき行

われた本件処分が違法及び不当なものとは認められない。　　　　卜
また，本件処分に係る通知書lとついて囗呆謨費が正しく算走されているかお)からないと主張す
る。しかしながら，本件処分ゐ理由である年度ごとの基準改定や，定期的な加算の計上又は削除
を伴う変更等については，厚生労働大臣の定める告示によって。その基準額や要件等が明確にさ
れており，本件処分の通知書にはｊ呆謾の変更理由や変罘後の扶助費が記載されていることから，
。請求人の主張は，本件処分を違法ヌは不当とする理由とはならない。　　　　　　　≒

３　結論　　　　　　　／
以上のとおり，本件処分は，適法かつ正当な処分であ叭 隨求人の主張には理由がないものと
認め，行妝不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第４０条第２項の規定により，主文のとお
り裁決する。

平成１９年７月２３日
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宮城県知事 村　井　嘉

･－ Ｓ・ ●●－ － － ●・丶･W･･ φ－. －あ41･･ ●

（教示）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　一
この裁決に不服があるときは，この裁決があったことを知った日の翌日から起算して３ ０Ｆﾖ以内に厚

生労働大臣に対して，再審査請求をすることができます。また，この裁決については，この裁決があっ
たことを知･つた日の翌日から起算して６か月以内に，との裁決の前提となる決定をした仙台市を被告と
して決定の取消しの訴丸を，あるいは宮城県を被告としてこの裁決の取消しの訴えを仙台地方裁判所に
提起することができます。
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保護基準の廃止及び引き下げ並びに冬季加算の削減に係る集団での審査請求のため，行
政文書開示請求者の意向により，同様の内容の裁決書のであることから他の裁決書( 棄却)

６１件を省略


